
 
 
 

第１０６期 決算公告 

平成21年6月26日 

山梨県甲府市丸の内一丁目20番８号 
 
                                     株式会社 
 
                                      代表取締役頭取 澤 敏久 
 

貸借対照表 (平成21年３月31日現在)

(単位：百万円) 
 

科     目 金   額 科     目 金   額
( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 

現 金 預 け 金 １２９,２７７ 預 金 ２,３００,５１６ 
現 金 ３３,６８２ 当 座 預 金 ６４,４５６ 
預 け 金 ９５,５９４ 普 通 預 金 １,１０４,４２４ 

コ ー ル ロ ー ン ２,０１７ 貯 蓄 預 金 ２４,４１３ 
買 入 金 銭 債 権 ７,４１２ 通 知 預 金 ４,８４３ 
商 品 有 価 証 券 ９２ 定 期 預 金 １,０５１,２１８ 
商 品 国 債 ９２ 定 期 積 金 ６,６１８ 

有 価 証 券 ８９４,７１１ そ の 他 の 預 金 ４４,５４１ 
国 債 ３４６,３９２ 譲 渡 性 預 金 １１５,９５６ 
地 方 債 １６１,７４３ コ ー ル マ ネ ー １１,５９１ 
社 債 ２８８,６４５ 外 国 為 替 ９８ 
株 式 ５４,５８４ 売 渡 外 国 為 替 ４５ 
そ の 他 の 証 券 ４３,３４５ 未 払 外 国 為 替 ５２ 

貸 出 金 １,５４３,４０５ そ の 他 負 債 １３,７７９ 
割 引 手 形 １０,６００ 未 決 済 為 替 借 ４３ 
手 形 貸 付 ７５,４２５ 未 払 法 人 税 等 ７７ 
証 書 貸 付 １,２９５,１０７ 未 払 費 用 ４,４８２ 
当 座 貸 越 １６２,２７１ 前 受 収 益 ７１３ 

外 国 為 替 ３６１ 給付 補てん備 金 １２ 
外 国 他 店 預 け ３１４ 金 融 派 生 商 品 ３６ 
買 入 外 国 為 替 ６ リ ー ス 債 務 １,５５６ 
取 立 外 国 為 替 ４０ そ の 他 の 負 債 ６,８５６ 

そ の 他 資 産 １０,３７２ 役 員 賞 与 引 当 金 ２２ 
未 決 済 為 替 貸 ５２ 退 職 給 付 引 当 金 ７,１４１ 
前 払 費 用 ７４ 役員退職慰労引当金 ６０５ 
前 払 年 金 費 用 ２,３７９ 睡眠預金払戻損失引当金 ３５５ 
未 収 収 益 ２,８９４ 偶 発 損 失 引 当 金 ２２０ 
金 融 派 生 商 品 １８ 支 払 承 諾 ９,８８３ 
そ の 他 の 資 産 ４,９５２ 負 債 の 部 合 計 ２,４６０,１７０ 

有 形 固 定 資 産 ２６,７５０ (純資産の部) 
建 物 ８,９６６ 資 本 金 １５,４００ 
土 地 １３,４４１ 資 本 剰 余 金 ８,３０７ 
リ ー ス 資 産 １,３６１ 資 本 準 備 金 ８,２８７ 
建 設 仮 勘 定 ７２６ その他資本剰余金 １９ 
その他の有形固定資産 ２,２５４ 利 益 剰 余 金 １２０,０４６ 

無 形 固 定 資 産 ２,５２５ 利 益 準 備 金 ９,４０５ 
ソフトウェア仮勘定 １,８９３ その他利益剰余金 １１０,６４１ 
リ ー ス 資 産 １０５ 固定資産圧縮積立金 １０１ 
その他の無形固定資産 ５２６ 別 途 積 立 金 １０２,８０１ 

繰 延 税 金 資 産 ８,４８９ 繰越利益剰余金 ７,７３８ 
支 払 承 諾 見 返 ９,８８３ 自 己 株 式 △ ２,４９７ 
貸 倒 引 当 金 △ ２８,４７５ 株 主 資 本 合 計 １４１,２５６ 

  その他有価証券評価差額金 ５,３９６ 
  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ ０ 
  評価・換算差額等合計 ５,３９６ 
  純 資 産 の 部 合 計 １４６,６５２ 

資 産 の 部 合 計 ２,６０６,８２２ 負債及び純資産の部合計 ２,６０６,８２２ 



 
 
 

 

損益計算書( 平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで )

(単位：百万円) 

科      目 金          額 

経 常 収 益   ５３,７１０  

資 金 運 用 収 益  ４４,２８９   

貸 出 金 利 息  ３１,５３６   

有 価 証 券 利 息 配 当 金  １１,８８０   

コ ー ル ロ ー ン 利 息  ７３５   

預 け 金 利 息  ２   

そ の 他 の 受 入 利 息  １３４   

役 務 取 引 等 収 益  ６,４５２   

受 入 為 替 手 数 料  ２,４４７   

そ の 他 の 役 務 収 益  ４,００５   

そ の 他 業 務 収 益  １,１５９   

外 国 為 替 売 買 益  １６８   

商 品 有 価 証 券 売 買 益  １４   

国 債 等 債 券 売 却 益  ９７５   

そ の 他 の 業 務 収 益  ０   

そ の 他 経 常 収 益  １,８０８   

株 式 等 売 却 益  １,３９７   

そ の 他 の 経 常 収 益  ４１１   

経 常 費 用   ４７,６４６  

資 金 調 達 費 用  ６,６５１   

預 金 利 息  ５,３９１   

譲 渡 性 預 金 利 息  ５５０   

コ ー ル マ ネ ー 利 息  ２９２   

借 用 金 利 息  ４７   

そ の 他 の 支 払 利 息  ３７０   

役 務 取 引 等 費 用  ２,１６６   

支 払 為 替 手 数 料  ７０７   

そ の 他 の 役 務 費 用  １,４５９   

そ の 他 業 務 費 用  ４,７８０   

国 債 等 債 券 売 却 損  ２,８７０   

国 債 等 債 券 償 却  １,９１０   

営 業 経 費  ２７,８７０   

そ の 他 経 常 費 用  ６,１７７   

貸 出 金 償 却  １７   

株 式 等 売 却 損  ３９３   

株 式 等 償 却  ３,９８５   

退 職 給 付 費 用  ３６７   

債 権 売 却 損  １７２   

睡眠預金払戻損失引当金繰入額  ２０６   

偶発損失引当金繰入額  １８４   

そ の 他 の 経 常 費 用  ８４９   

経 常 利 益   ６,０６３  

特 別 利 益   １,４０３  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益  １,３４１   

収 用 補 償 金  ４０   

償 却 債 権 取 立 益  ２１   

固 定 資 産 処 分 益  ０   

特 別 損 失   １７０  

固 定 資 産 処 分 損  １６６   

減 損 損 失  ４   

税 引 前 当 期 純 利 益   ７,２９６  

法人税、住民税及び事業税  ４２   

法 人 税 等 調 整 額  １,２３２   

法 人 税 等 合 計   １,２７４  

当 期 純 利 益   ６,０２１  
 



 
 
 

 

個別注記表（平成21年３月31日現在） 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会

社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについ

ては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものにつ

いては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 

有形固定資産は、主として定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設

備を除く｡）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建 物        ３年～50年 

 その他の有形固定資産 ２年～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 

無形固定資産は、定額法を採用しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。 

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、

それ以外のものは零としております。 

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

（破綻懸念先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し

ております。 

上記以外の債権（正常先債権・要注意先債権）については、過去の一定期間における貸倒実績か

ら算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 



 
 
 

 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

(2) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。 

また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による

定額法により損益処理 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金内規に基づ

く当事業年度末現在の要支給額を計上しております。 

(5) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たしたため、負債計上を中止し利益計上した預金

（睡眠預金）に対し過去の払戻実績に基づいた将来の払戻見込額を計上しております。 

(6) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失の見込

額を計上しております。 

７．リース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始す

る事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

 （会計方針の変更） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年３月30

日)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 同前)が平成20年

４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準

及び適用指針を適用しております。 

 これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は1,361百万円、「無形固定資

産」中のリース資産は105百万円、「その他負債」中のリース債務は1,556百万円増加しております。 

なお、損益に与える影響は軽微であります。 

８．ヘッジ会計の方法 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員

会報告第25号)に規定する繰延ヘッジによっております。繰延ヘッジの採用にあたっては、外貨建金

銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段として指定し、

当該ヘッジ手段の残存期間を通じて、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の

外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより、ヘッジの有効性を評価しております。 

 

 



 
 
 

 

９．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資総額    1,655百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は12,052百万円、延滞債権額は50,277百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭

和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由

が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は382百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延してい

る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,795百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は65,508百万

円であります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有し

ておりますが、その額面金額は、10,607百万円であります。 

７．担保に供している資産は、次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

  有価証券       15,212百万円 

  その他の資産（現金）   38百万円 

 担保資産に対応する債務 

  預金           945百万円 

  コールマネー     11,591百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保等として、有価証券156,340百万円及びその他の資産（現

金）5百万円を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は285百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、293,353百万円であります。このう



 
 
 

 

ち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが278,578百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め

ている行内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等

を講じております。 

 ９．有形固定資産の減価償却累計額  30,594百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額     1,073百万円 

11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る当行の保証債務の額は4,314百万円であります。 

12．１株当たりの純資産額  795円72銭 

13．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額  299百万円 

14．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部については、所有権移転外ファイナン

ス・リース契約により使用しております。 

15．関係会社に対する金銭債権総額   13,744百万円 

16．関係会社に対する金銭債務総額    5,250百万円 

17．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかか

わらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利

益準備金として計上することとされております。 

ただし、銀行法施行規則第17条の７の３の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、

利益準備金の総額が当該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配

当に係る利益準備金は計上しておりません。 

18．銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基準) 14.23％ 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

 資金運用取引に係る収益総額         308百万円 

 役務取引等に係る収益総額           20百万円 

 その他業務・その他経常取引に係る収益総額   25百万円 

関係会社との取引による費用 

 資金調達取引に係る費用総額          22百万円 

 役務取引等に係る費用総額          460百万円 

 その他業務・その他経常取引に係る費用総額    4百万円 

 その他の取引に係る費用総額        1,352百万円 

２．１株当たり当期純利益金額     32円65銭 

３．関連当事者との取引は、以下のとおりであります。 

 (1) 親会社及び法人主要株主等 

   該当ありません。 

 

 



 
 
 

 

 (2) 子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 

属性 
会社等の 

名称 

議決権の所有

(被所有)割合

関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 
山梨中央保証 

株式会社 

所有 
直接 99.05％

間接  0.44％

保証取引

役員の兼任

貸出金に 

対する保証 
228,325 － － 

   
保証料の 

支払い(注2) 
202 未払費用 16

   代位弁済額 900 － － 
 
  (注) 1．取引条件は、一般の取引先と同様に決定しております。 

     2．上記の取引金額以外に、同社は顧客から保証料を274百万円受取っております。 

     3．貸出金に対する保証の「取引金額」は、当事業年度末に同社から保証を受けている貸出金

の残高を記載しております。 

 (3) 兄弟会社等 

   該当ありません。 

 (4) 役員及び個人主要株主等 

（単位：百万円） 

属性 
会社等の名称 

又は氏名 

議決権の所有

(被所有)割合

関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員及び

その近親者 
古屋 俊仁 

被所有 

直接 0.00％
当行監査役

資金の貸付 

利息の受取 

－ 

5 

貸出金 

－ 

264
－ 

  顧問弁護士 弁護士報酬 2 － － 
 
  (注) 1．取引条件は、一般の取引先と同様に決定しております。 

     2．取引金額は、就任時（平成20年6月27日）から事業年度末日（平成21年3月31日）までの取

引金額を記載しております。 

 

（有価証券関係） 

 貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品国債」が含まれ

ております。 

１．売買目的有価証券（平成21年３月31日現在） 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

当事業年度の損益に含まれた

評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 92 △0

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 

 該当ありません。 

３．子会社・子法人等株式で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 

 該当ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

４．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 

 
取得原価 

(百万円) 

貸借対照表 

計上額 

(百万円) 

評価差額 

(百万円) 

うち益 

（百万円） 

うち損 

（百万円） 

株 式 48,155 52,781 4,625 7,902 3,276

債 券 785,910 792,467 6,557 9,292 2,735

 国 債 343,940 346,392 2,452 4,842 2,389

 地方債 160,297 161,743 1,445 1,476 30

 社 債 281,672 284,331 2,658 2,973 314

その他 46,173 43,210 △ 2,962 1,279 4,241

合 計 880,239 888,459 8,220 18,473 10,253

（注）1．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したも

のであります。 

   2．「うち益」、「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

   3．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著し

く下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて

は、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失とし

て処理（以下「減損処理」という。）しております。 

     当事業年度における減損処理額は、5,566百万円（うち株式3,655百万円、その他1,910百

万円）であります。 

     また、時価が「著しく下落した」と判断し、減損処理する基準は以下のとおりでありま

す。 

     ① 決算日における当該有価証券の時価の取得原価に対する下落率が50％以上の銘柄につ

いては一律減損処理。 

     ② 下落率が30％以上50％未満の銘柄については、過去１年間の時価水準を勘案したうえ

で、回復の可能性がない銘柄について減損処理。 

     ③ 下落率が30％未満の銘柄については、発行者の財政状態等を勘案し、必要と認める場

合に減損処理。 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当ありません。 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 売却額（百万円） 
売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

その他有価証券 48,868 2,372 2,111

７．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額（平成21年３月31日現在） 

 金 額(百万円) 

満期保有目的の債券  

 非上場事業債券 4,314 

子会社・子法人等株式  

 子会社・子法人等株式 1,520 

その他有価証券  

 非上場株式 282 

 投資事業有限責任組合出資金 134 

８．保有目的を変更した有価証券 

   該当ありません。 



 
 
 

 

９．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成21年３月31日現

在） 

 
１年以内 

(百万円) 

１年超５年以内

(百万円) 

５年超10年以内 

(百万円) 

10年超 

(百万円) 

債 券 86,150 370,379 321,211 19,040

 国 債 43,643 189,633 94,075 19,040

 地方債 25,277 68,505 67,960 －

 社 債 17,229 112,240 159,175 －

その他 － － 15,584 －

合 計 86,150 370,379 336,795 19,040

 

（金銭の信託関係） 

 該当ありません。 

 

（税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

 貸倒引当金 9,191百万円

 有価証券償却 4,743 

 退職給付引当金 3,953 

 税務上の繰越欠損金 808 

 減価償却費 494 

 その他 2,653 

繰延税金資産小計 21,844 

評価性引当額 △ 8,850 

繰延税金資産合計 12,993 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △ 2,824 

 その他 △ 1,679 

繰延税金負債合計 △ 4,503 

繰延税金資産の純額 8,489 

 

（退職給付関係） 

 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △ 21,158百万円

年金資産（時価） 11,155  

未積立退職給付債務 △ 10,002  

未認識数理計算上の差異 5,697  

未認識過去勤務債務（債務の減額） △ 456  

貸借対照表計上額の純額 △ 4,761  

 前払年金費用 2,379  

 退職給付引当金 △ 7,141  
 



 

 

第１０６期 決算公告 
 

平成21年6月26日 

山梨県甲府市丸の内一丁目 20 番８号 
 
                                 株式会社  
                                   代表取締役頭取 澤 敏久  

連結貸借対照表 ( 平成 21 年３月 31 日現在 ) 

(単位：百万円)  

科     目 金   額 科     目 金   額 

( 資 産 の 部 )  ( 負 債 の 部 ) 

現 金 預 け 金 １２９,２８０ 預 金 ２,２９９,８３９ 

コールローン及び買入手形 ２,０１７ 譲 渡 性 預 金 １１２,４５６ 

買 入 金 銭 債 権 ９,３８２ コールマネー及び売渡手形 １１,５９１ 

商 品 有 価 証 券 ９２ 借 用 金 ９０１ 

有 価 証 券 ８９３,４６４ 外 国 為 替 ９８ 

貸 出 金 １,５３２,３１５ そ の 他 負 債 １５,６８３ 

外 国 為 替 ３６１ 役 員 賞 与 引 当 金 ２２ 

そ の 他 資 産 ２２,２７７ 退 職 給 付 引 当 金 ７,１４１ 

有 形 固 定 資 産 ２７,９９５ 役員退職慰労引当金 ６１６ 

建 物 ８,９６６ 睡眠預金払戻損失引当金 ３５５ 

土 地 １３,４４１ 偶 発 損 失 引 当 金 ２２０ 

リ ー ス 資 産 ５８９ 支 払 承 諾 ９,８８３ 

建 設 仮 勘 定 ７２６ 負 債 の 部 合 計 ２,４５８,８１０ 

その他の有形固定資産 ４,２７２ ( 純 資 産 の 部 )  

無 形 固 定 資 産 ２,７４３ 資 本 金 １５,４００ 

ソ フ ト ウ ェ ア ２５６ 資 本 剰 余 金 ８,３０７ 

ソフトウェア仮勘定 １,８９３ 利 益 剰 余 金 １１９,６６０ 

リ ー ス 資 産 ５２ 自 己 株 式 △ ２,４９７ 

その他の無形固定資産 ５４１ 株 主 資 本 合 計 １４０,８７０ 

繰 延 税 金 資 産 ９,２２６ その他有価証券評価差額金 ５,４０２ 

支 払 承 諾 見 返 ９,８８３ 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ ０ 

貸 倒 引 当 金 △ ３３,５０９ 評価・換算差額等合計 ５,４０２ 

  少 数 株 主 持 分 ４５０ 

  純 資 産 の 部 合 計 １４６,７２２ 

資 産 の 部 合 計 ２,６０５,５３２ 負債及び純資産の部合計 ２,６０５,５３２ 
 
 



 

 

連結損益計算書 ( 平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで )

(単位：百万円)  
科      目 金         額 

経 常 収 益   ６０,３３３  

資 金 運 用 収 益  ４４,１６５   

貸 出 金 利 息 ３１,４０６   

有 価 証 券 利 息 配 当 金 １１,８８６   

コールローン利息及び買入手形利息 ７３５   

預 け 金 利 息 ２   

そ の 他 の 受 入 利 息 １３４   

役 務 取 引 等 収 益  ７,３８６   

そ の 他 業 務 収 益  ６,９４４   

そ の 他 経 常 収 益  １,８３８   

経 常 費 用   ５２,９５０  

資 金 調 達 費 用  ６,６５５   

預 金 利 息 ５,３８９   

譲 渡 性 預 金 利 息 ５４１   

コールマネー利息及び売渡手形利息 ２９２   

借 用 金 利 息 ７３   

そ の 他 の 支 払 利 息 ３５８   

役 務 取 引 等 費 用  １,７０６   

そ の 他 業 務 費 用  １０,００２   

営 業 経 費  ２８,５７８   

そ の 他 経 常 費 用  ６,００７   

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  ３９   

そ の 他 の 経 常 費 用  ５,９６７   

経 常 利 益   ７,３８３  

特 別 利 益   １２６  

固 定 資 産 処 分 益  ０   

償 却 債 権 取 立 益  ２３   

収 用 補 償 金  ４０   

そ の 他 の 特 別 利 益  ６２   

特 別 損 失   １７７  

固 定 資 産 処 分 損  １６６   

減 損 損 失  ４   

そ の 他 の 特 別 損 失  ７   

税金等調整前当期純利益   ７,３３１  

法人税、住民税及び事業税  ２６０   

法 人 税 等 調 整 額  １,３２３   

法 人 税 等 合 計   １,５８３  

少 数 株 主 損 失   ２６  

当 期 純 利 益   ５,７７４   
 



 

 

連結注記表（平成21年３月31日現在） 

 連結計算書類の作成方針 

 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基

づいております。 

 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等  ５社 

山梨中央保証株式会社 

山梨中銀リース株式会社 

山梨中銀ディーシーカード株式会社 

山梨中銀ビジネスサービス株式会社 

山梨中銀経営コンサルティング株式会社 

② 非連結の子会社及び子法人等 １社 

やまなしベンチャー育成投資事業有限責任組合 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団

の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、

連結の範囲から除外しております。 

(2) 持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

② 持分法適用の関連法人等 

該当ありません。 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 １社 

やまなしベンチャー育成投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に

重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

④ 持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。 

(3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は連結決算日と一致しております。 

(4) 連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用してお

ります。 

(5) のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法によ

り償却しております。 

但し、金額が僅少なものについては、発生年度の損益として処理しております。 



 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては、連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原

価は移動平均法により算定）、時価のないものについては、移動平均法による原価法又は償却原価

法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 

有形固定資産は、主として定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設

備を除く。）については定額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

   建 物           ３年～50年 

   その他の有形固定資産   ２年～20年 

また、有形固定資産に計上した連結される子会社及び子法人等所有のリース投資資産につ

いては、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の見積処分価額を残存価額とする定

額法により償却しております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 

無形固定資産は、定額法を採用しております。 

また、無形固定資産に計上した連結される子会社及び子法人等所有のリース投資資産につ

いては、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の見積処分価額を残存価額とする定

額法により償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。 

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、

それ以外のものは零としております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

（破綻懸念先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し

ております。 

 



 

 

上記以外の債権（正常先債権・要注意先債権）については、過去の一定期間における貸倒実績か

ら算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金も、主として当行と同一の方法により計上しており

ます。 

６．役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

７．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。 

また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

  過去勤務債務   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による

定額法により損益処理 

  数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計

年度から損益処理 

８．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金内規に基づ

く連結会計年度末現在の要支給額を計上しております。 

９．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たしたため、負債計上を中止し利益計上した預金

（睡眠預金）に対し過去の払戻実績に基づいた将来の払戻見込額を計上しております。 

10．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失の見込

額を計上しております。 

11．外貨建資産・負債の換算基準 

外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

12．リース取引の処理方法 

 (貸手側) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

また、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前連結会計年度末における固定資産の減価償却累計額控除後の額で契約したものとして、

リース投資資産に計上する方法によっております。 

  (会計方針の変更) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19

年３月30日)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 同

前)が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度から適用されることになったことに伴い、当連



 

 

結会計年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。 

なお、当該取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理に変更し、「その他資産」中のリース投資資産として計上しており

ます。 

これによる連結貸借対照表及び連結損益計算書への影響は軽微であります。 

13．重要なヘッジ会計の方法 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委

員会報告第25号)に規定する繰延ヘッジによっております。繰延ヘッジの採用にあたっては、外貨建

金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段として指

定し、当該ヘッジ手段の残存期間を通じて、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッ

ジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより、ヘッジの有効性を評価して

おります。 

14．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資総額(連結される子会社及び子法人等の株式を除く。) 144百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は12,302百万円、延滞債権額は52,038百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由に

より元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金

（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施

行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規

定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支

援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は382百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,795百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で

破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は67,518百万

円であります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これに

より受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を

有しておりますが、その額面金額は10,607百万円であります。 

 



 

 

７．担保に供している資産は、次のとおりであります。 

    担保に供している資産 

     有価証券               15,262百万円 

     その他資産（現金）       38百万円 

    担保資産に対応する債務 

     預金                    945百万円 

     コールマネー及び売渡手形  11,591百万円 

     借用金                         50百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保等として、有価証券156,340百万円及びその他資産（現金）

5百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は285百万円であります。 

８．借用金のうち691百万円の担保として、未経過リース期間に係るリース料債権（「その他資産」に

含まれるリース投資資産とリース投資資産に係る受取利息相当額の合計額）1,187百万円を供してお

ります。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、365,315百万円であります。このう

ち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが350,540百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ･フローに影響を与え

るものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の

事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶

又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において

必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内

（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額            32,343百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額             1,073百万円 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は4,314百万円であります。 

13．１株当たりの純資産額  793円66銭 

14．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 

                                   299百万円 

15．銀行法施行規則第17条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率(国内基準)  14.20％ 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、株式等売却益1,406百万円を含んでおります。 

２．「その他業務費用」には、国債等債券売却損2,870百万円、国債等債券償却1,910百万円を含んでお

ります。 

３．「その他経常費用」には、株式等償却3,711百万円を含んでおります。 

４．１株当たり当期純利益金額  31円31銭 

 

 



 

 

（有価証券関係） 

 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成21年３月31日現在） 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

当連結会計年度の損益に含まれ

た評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 92           △0 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在）  

   該当ありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 

 
取得原価 

(百万円) 

連結貸借対 

照表計上額 

(百万円) 

評価差額 

(百万円) 

うち益 

（百万円） 

うち損 

（百万円） 

株 式 48,235 52,860 4,624 7,927 3,302

債 券 785,910 792,467 6,557 9,292 2,735

 国 債 343,940 346,392 2,452 4,842 2,389

 地方債 160,297 161,743 1,445 1,476 30

 社 債 281,672 284,331 2,658 2,973 314

その他 46,173 43,210 △2,962 1,279 4,241

合 計 880,318 888,538 8,219 18,499 10,279

（注）1．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により

計上したものであります。 

   2．「うち益」、「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

   3．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著し

く下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて

は、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の

損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

     当連結会計年度における減損処理額は、5,613百万円（うち株式3,702百万円、その他

1,910百万円）であります。 

     また、時価が「著しく下落した」と判断し、減損処理する基準は以下のとおりでありま

す。 

     ① 連結決算日における当該有価証券の時価の取得原価に対する下落率が50％以上の銘

柄については一律減損処理。 

     ② 下落率が30％以上50％未満の銘柄については、過去１年間の時価水準を勘案したう

えで、回復の可能性がない銘柄について減損処理。 

     ③ 下落率が30％未満の銘柄については、発行者の財政状態等を勘案し、必要と認める

場合に減損処理。 

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31

日） 

該当ありません。 

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 売却額（百万円） 
売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

その他有価証券 48,878 2,381 2,111

 

 



 

 

６．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成21年３月31日現在） 

 金 額(百万円) 

満期保有目的の債券  

 非上場事業債券 4,314 

その他有価証券  

 非上場株式 366 

 非上場事業債券 100 

 投資事業有限責任組合出資金 144 

７． 保有目的を変更した有価証券 

  該当ありません。 

８．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成21年３月31日

現在） 

 
１年以内 

(百万円) 

１年超５年以内

(百万円) 

５年超10年以内 

(百万円) 

10年超 

(百万円) 

債 券 86,200 370,429 321,211 19,040

 国 債 43,643 189,633 94,075 19,040

 地方債 25,277 68,505 67,960 －

 社 債 17,279 112,290 159,175 －

その他 － － 15,584 －

合 計 86,200 370,429 336,795 19,040

 

（金銭の信託関係） 

 該当ありません。 

 

（税効果会計関係） 

  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

 貸倒引当金 11,140百万円

 有価証券償却 4,028 

 退職給付引当金 3,953 

 税務上の繰越欠損金 833 

 減価償却費 507 

 その他 3,699 

繰延税金資産小計 24,164 

評価性引当額 △ 10,434 

繰延税金資産合計 13,729 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △ 2,823 

 その他 △ 1,679 

繰延税金負債合計 △ 4,503 

繰延税金資産の純額 9,226 

 

 

 

 



 

 

（退職給付関係） 

  退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △ 21,158百万円

年金資産（時価） 11,155  

未積立退職給付債務 △ 10,002  

未認識数理計算上の差異 5,697  

未認識過去勤務債務（債務の減額） △ 456  

連結貸借対照表計上額の純額 △ 4,761  

 前払年金費用 2,379  

 退職給付引当金 △ 7,141  

 


